
(加入者の地位の承継）
第３２条　相続または法人の合併等により加入者の地位の承継があった場合には、相続
　　　　　人または合併等の後に相続する法人もしくは合併等により設立された法人は、
　　　　　これを証明する書類を添えて当社へ届け出るものとします。

(加入者個人情報の取り扱い）
第３３条　当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律
　　　　（平成15年法律第57号）、個人情報の保護に関する基本方針（平成16年4月2日閣
　　　　　議決定）、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針（平成16年8月31
　　　　　日総務省告示第696号）に基づくほか、指針第28条に基づいて当社が定める
　　　　「個人情報保護規程」により適正に取り扱います。

(加入契約約款の改定)
第３４条　当社はこの約款を総務大臣に届け出た上改定する場合があります。

(定めなき事項)
第３５条　この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は誠意を持って協議
　　　　　の上解決にあたるものとします

(管轄裁判所)
第３６条　本契約で紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判
　　　　　所とします。

（付則）
第３７条　この約款は平成１２年４月１日から施行します。
（平成１８年４月１日改定)


